障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に係る届出に関する留意事項等
平成２４年４月１日から、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。平成２４年１２月現在、事業者ごと根拠法令ごとに都へ届出がなされた内容について一覧にまとめましたので、参照するに当たり下記の点にご留意願います。

なお、この一覧表については、今後、随時更新していく予定ですので、適宜ご確認をお願いします。
①事業者番号について
業務管理体制の整備においては、届出があった事業者（法人）ごとに事業者番号（法人番号）を付番し管理することとなっており、今回、届出がされた事業者ごとに事業者番号を付番いたしました。当番号は、業務管理体制の整備の変更届を提出する際に使用する番号ですので、一覧表においてご確認ください。
· なお、今回付番した事業者番号は、業務管理体制の整備に関する届出にのみ必要となる番号であり、事業所が報酬請求の際に必要となる事業所番号（１０桁）とは異なりますのでご注意ください。
②事業所数の確認について

　事業者から提出がありました届出書の「３．事業所名称」の「　ヶ所」欄には指定事業所数を記載することとなっておりますが、今回に限り、誤りが見受けられた場合には東京都が管理する指定事業者の台帳を元に訂正をしました。
一覧表に掲載がある「事業所数」をご確認していただき、事業者が提出した届出書の「３．事業所名称」の「　ヶ所」欄と相違がある場合は、事業者で保管している届出書の控えを訂正しておいてください。なお、その際には東京都へ再提出の必要はありません。
· 上記②の事業所数のカウントの考え方については、次ページの別紙をご参照ください。
③変更届の提出について
既に東京都へ届け出た事項に変更があった事業者は、第２６号様式（障害者総合支援法に基づくもの）及び第１６号様式（児童福祉法に基づくもの）を用いて届出をしてください。
【変更届出の様式等】
URL：http://www.shougaifukushi.metro.tokyo.jp/Lib/LibDspList.php?catid=057-002
なお、届出先行政機関に変更がある場合は、新たな届出先行政機関で定められた様式に従ってください。
（例.届出先が区市町村→都へ変更の場合等）
※③の届出先行政機関の考え方については、次ページの別紙をご参照ください

別紙
○東京都Ａ区で次の指定障害福祉サービス等の事業を行う事業所を運営する事業者の場合

[image: image1]
※１　特定相談支援事業のみを行う指定特定相談支援事業者であって、当該指定に係る事業所がＡ区のみに所在する場合の届出先は、Ａ区の業務管理体制届出先となります。
　　　ただし、特定相談支援事業に係る事業所が都内の２以上の区市町村にまたがる場合の届出先は、東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課事業者指定係となります。
※２　障害児相談支援事業者であって、当該指定に係る事業所が都内の２以上の区市町村にまたがる場合の届出先は、東京都福祉保健局障害者施策推進部居住支援課児童福祉施設係になります。
事業所数は「４ヶ所」と数えます。





◎指定障害児通所支援事業





◎指定相談支援事業





◎指定障害福祉サービス事業





根拠法





届　出　先





指定を受けている事業





東京都福祉保健局


　　　　障害者施策推進部


　　　　居住支援課児童福祉施設係





Ａ区の業務管理体制届出先





東京都福祉保健局


　　　　　障害者施策推進部


　　　　　計画課事業者指定係








東京都福祉保健局


　　　　　障害者施策推進部


　　　　　計画課事業者指定係





（児）第21条の5


　　　　　　　　の25





（児）法第24条の38





（障）法第51条


　　　　　　の31





（障）法第51条の2





①児童発達支援


②放課後等


　　　　デイサービス





①障害児相談支援事業





一般相談支援事業


　　　　①地域移行支援


　　　　②地域定着支援


特定相談支援事業


　　　　③計画相談支援





①居宅介護


②重度訪問介護


③同行援護


④行動援護























※１





※２





事業所数は「３ヶ所」と数えます。





事業所数は「１ヶ所」と数えます。





事業所数は「２ヶ所」と数えます。





【問い合わせ・提出先】


○障害者総合支援法に基づく届出


　東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課事業者指定係


　〒163-8001　東京都新宿区西新宿二丁目８番１号


　ＴＥＬ：０３－５３２０－４３２５





○児童福祉法に基づく届出


　東京都福祉保健局障害者施策推進部居住支援課児童福祉施設係


　〒163-8001　東京都新宿区西新宿二丁目８番１号


　ＴＥＬ：０３－５３２０－４３７４











